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補助金給付費

保育士の人数19人

保育士等配置基準改善補助事業について（保育園）  

千葉市内保育園、認定こども園に対し各園に勤務する職員（保育士・保育教諭・みなし保育士等）について、国の定数を超えて職員配置（加配）した場合や、市の指導に基づき職員を加配した場合、市単独の人件費補助を行う事業 

                         

  

【保育士の人数】 １９人 

・正規職員保育士 １５人 

・非正規保育士（就業規則で定める常勤勤務以上） ３人  

※【月の常勤時間】／月（小数点切捨て）で保育士１人とカウント 

・看護師 １人 

※保健師、看護師又は准看護師を１人に限り保育士とみなせる。 

 ただし、乳児の在籍が３名以下の場合は別途以下の要件有り。 

 ①保育士との合同保育を行うこと。 

②保育に係る一定の知識や経験を有すること。 

→ 具体的には、勤務経験が概ね３年以上又は子育て支援員研修 

（地域型保育コース）の受講 

【保育士等配置基準改善補助事業（配置基準補助金）】  

①基本加算分１（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

②基本加算分２（定数を超えて保育士等を配置した場合の補助） 

③基本加算分３（定数を超えて保育士等を配置した場合の補助） 

④一般加算分１（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

⑤一般加算分２（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

⑥特定加算分１（要配慮児童に対応する保育士を配置している場合の補助） 

⑦特定加算分２（１・２歳児が３６人以上入所しており、保育士を配置している場合の補助） 

【参考：調理員に係る定数】  

児童定員 基準人員 

４０人以下 １人 

４１～１５０人 ２人 

１５１人以上 ３人 

※調理員等・・・栄養士、調理員、用務員等（給食業務従事者に限る。） 

→非正規職員は【月の常勤時間】／月（小数点切捨て）で１人とカウント 

基準人員を超えて調理員等を配置した 

場合に、職員１人分までの費用を基本加算分１、

一般加算分１・２において補助 

※栄養管理加算（配置）を取得している場合

は、補助金の減算あり。 

４
人
工
分
ま
で 

詳細は別紙 

○保育士の配置について　（施設長は除く）

1.3+6.0+1.3+0.8＝9.4

小数点以下第１位四捨五入

＋ （児童定員が９０人以下の施設は１人加算） ＋

※3歳児は本来20:1だが、3歳児配置改善加算を考慮して15:1としている。

３歳児 １５：１（※） 20人 20/15=1.33

配置基準（国） 入所児童数 基準数

０歳児 ３：１ 4人 4/3=1.33 =1.3

４・５歳児 ３０：１ 25人 25/30=0.83 =0.8

１・２歳児 ６：１ 36人 =6.0

=1.3
小数点第２位以下切り捨て

１人

36/6=6.00

１人 （保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設は1人加算）9人



 

１ 保育士等配置基準改善補助事業 

種目 年額（R5年度） 説明 

基本加算分１ 

【加配 1人目】 
1,758,000円 

保育士定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合に補助するもの。 

基本加算分２ 

【加配 2人目】 
3,519,000円 

「基本加算分１」の要件を満たし、さらに保育士資格保有者等（みなし保育士を含む。事務員や調理員は含

まない。）を配置している場合に補助するもの。 

基本加算分３ 

【加配 3人目】 
3,519,000円 

「基本加算分２」の要件を満たし、さらに保育士資格保有者等（みなし保育士を含む。事務員や調理員は含

まない。）を配置している場合に補助するもの。 

一般加算分１ 

【加配 2,3,4人目】 
2,222,000円 

「基本加算分１」の要件を満たし、さらに職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合に補助する

もの。 

一般加算分２ 

【加配 3,4人目】 
2,222,000円 

「一般加算分１」の要件を満たし、さらに職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合に補助する

もの。なお、「基本加算分１～３及び一般加算分１」を取得している場合は対象外。 

特定加算分１ 

【要配慮児童に対応する 

保育士の配置】 

1人当たり 

2,702,000円 

「基本加算分１～３」の要件を満たし、さらに要配慮児保育を実施する保育士資格保有者等（みなし保育士

を含む。事務員や調理員は含まない。）を配置している場合※に補助するもの。 

 ※０～２歳児で３：１（児童３人に対し職員１人）、３～５歳児で３：１の職員配置が必要     

  例えば、２歳の要配慮児が１人、４歳の要配慮児が２人利用ならば、２人の職員配置が必要。 

特定加算分２ 

【１・２歳児】 
2,702,000円 

１・２歳児が３６人以上入所しており、「基本加算分１～３」の要件を満たした上で、さらに保育士資格保

有者等（みなし保育士を含む。事務員や調理員は含まない。）を配置している場合に補助するもの。 

 

２ 主任保育士加算、一時預かり補助、地域子育て支援センター補助   ※基本加算分１に先んじて保育士等の配置が必要 

（１）主任保育士加算（以下に複数該当する場合、保育士１人配置）  

   延長保育事業の実施、一時預かり事業（一般型）の実施、病児保育事業の実施、乳児が３人以上利用、障害児が１人以上利用 

（２）一時預かり補助 

  保育従事者を２人以上配置（半数以上は保育士） ※保育従事者とは保育士その他子育て支援員研修を修了した者 

（３）地域子育て支援センター補助 

   育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事業に精通した専任の者を２人以上配置 

配置基準補足資料 
別紙 



Ｒ５配置基準補助金
概要資料



制度の前提

■国の定数（給付費上の定数）を超えて、

職員配置（加配）した場合や、

市の指導に基づき職員を加配した場合に、

市単独の人件費補助を行う事業

【イメージ】

・児童数から算出される国の定数（給付費上の定数）

が仮に１０人とする。

・この場合において、保育士を１４人工雇用しているので

あれば、１４人－１０人＝４人工分を当該補助金にて補助

・１人目 → 基本加算分１

２人目 → 基本加算分２

３人目 → 基本加算分３

４人目 → 一般加算分１（要配慮児童がいる場合は特定加算分１）
1



制度の概要 ー 補助のイメージ －

基本加算分１

補助対象：全て（事務、通訳、補助者含む） 基準額：年額１，７５８千円

一般加算分１

補助対象：全て（事務、通訳、補助者含む）
基準額 ：年額２，２２２千円

一般加算分２

補助対象：全て（事務、通訳、補助者含む）

基準額 ：年額２，２２２千円
※但し、基本加算分１を「保育士、要件緩和、
看護師」で取得していない場合は不可

基本加算分２

補助対象：保育士、要件緩和
看護師（准看護師、保健師含む）

基準額 ：年額３，５１９千円

基本加算分３

補助対象：保育士、要件緩和
看護師（准看護師、保健師含む）

基準額 ：年額３，５１９千円

上記は基本加算分１～３を取得し、要件を満たした場合に補助が可能

特定加算分１ 特定加算分２
補助対象：要配慮児に対し加配した、保育士

要件緩和。医ケア児の場合、看護師
准看護師、保健師も対象。

基準額 ：年額２，７０２千円×加配人数
※基本加算分１のみしか取得できない場合で、
要配慮児童がいる場合は、当該加算から取得可

補助対象：１、２歳児を３６人以上受入れし
保育士、要件緩和を配置

基準額 ：年額２，７０２千円×加配人数
※ １、２歳児を６６人以上受入れしている場
合、２人工分取得可

４
人
工
分
ま
で

ＳＴＡＲＴ
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制度の概要 ー 考え方① －

■原則、基本加算分１から取得

※基本加算分１の補助対象は全職種だが、給付費上求められている非常勤保育士との

関係上、保育士・要件緩和を優先して充てる必要有。

※基本加算分１のみしか取得できず要配慮児童がいる場合、特定加算分１から取得可

■基本加算分と一般加算分は合わせて４人工分まで

■基本加算分の看護師等（准看護師、保健師含む。以下同じ）は１人工分まで
※２人工以上配置される場合は、一般加算の補助対象とすることは可

※１人区分に限り、要件緩和としてみなすことが可

■事務、通訳、保育補助者は最大２人工分まで

※例：①事務が３人工いても基本加算分１と一般加算分１のみ（保育士等の配置がいない場合）

②基本加算分１を「保育士、要件緩和、看護師」で取得し、

事務が２人いれば基本加算分１、一般加算分１・２を取得可

■特定加算分は基本加算分１～３を取得し要件を満たした場合に補助可

■栄養管理加算（配置）を取得している場合、一般加算分は減額

■補助額は、人件費と基準額を比べ、低い方の額

※課外活動における外部講師や、嘱託医は除く
3



制度の概要 ー 考え方② －

■医療的ケア児を受け入れる場合の対応

特定加算分１による補助となるが、以下の点が通常の補助と異なる。

・看護師等を配置した場合、基準額（年額）を増額（Ｒ４～ ）

2,702千円 → 3,714千円

※保育士等を配置した場合は通常通り2,702千円

・看護師等を配置した場合、基準額が基本加算分２・３よりも高くなる

ため、医ケア児を受け入れる園において配置される看護師等は、

基本加算分１の次に特定加算分１の補助対象となる。

【イメージ】

要配慮児１人在籍 医ケア児１人在籍

看護師１人 → 特定１ 特定１

保育士１人、看護師１人 → 基本１・２ 基本１、特定１

保育士２人、看護師１人 → 基本１～３ 基本１・２、特定１

補助対象人数は要配慮保育職員配置決定通知書を元に決定（通常通り）4


